
 

 

 

 

令和６年度岩見沢市創業支援補助金募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩見沢市経済部商工労政課 

問い合わせ先 0126-35-4519 

 

令和６年４月１日 制定 
 
 



1 

 

１ 事業の目的 

本市の区域内において新たに創業する者を支援するため、創業に要する経費に対して補助金

を交付し、もって地域内経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とします。 

 

２ 募集対象者 

本補助金の募集対象者は、以下の（１）から（８）の要件をすべて満たす者であることが必

要です。 

（１）「新たに創業する者」であること。 

「新たに創業する者」とは、令和６年４月１日以降に新規に事業を興す者であって、補助事

業期間完了日までに個人開業又は会社（以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会

社、合資会社を指す。）の設立を行い、その代表となる者。この場合の応募主体は、個人とな

ります。 

※応募者自らが以下の役職に就く必要があります。 

 ・個人事業主の場合…新規の開業届提出が必要 

・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員 

※３親等以内の親族から事業を引き継ぐ方は対象となりません。 

※既に個人事業主若しくは会社を経営する者であって、「追加的に新たな事業を開始する場合」

や「新規設立する会社等で既存事業のみを実施する場合」は対象となりません。（事業の継

続と判断される場合は対象となりません。） 

※既に開業届等を提出し事業を行っている者は対象になりません。（廃業届等を提出し、新たに

開業届を提出し事業を始める場合を除きます。） 

※上記における「会社」及び「個人事業主」とは、以下の定義に該当する「中小企業者」を指しま

す。 

 

 業種分類 定 義 

製造業その他 

（注１） 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用す

る従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主 

卸売業 
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用す

る従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主 

小売業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人事業主 

サービス業 

（注２） 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主 

※ 農業、林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。）、漁業及び金融・保険業（保険媒介 

代理業及び保険サービス業を除く。）は、本補助金の対象となりません。 

注１ ゴム製品製造業（一部を除く）は資本金３億円以下又は従業員９００人以下 



2 

 

注２ 旅館業は資本金５千万円以下又は従業員２００人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は 

資本金３億円以下又は従業員３００人以下 

 

（２）岩見沢市内に居住（開業の日までに住民登録をした者を含む。）し、岩見沢市内で事業

を興す者であること。（会社設立の場合は、岩見沢市外に居住していても、岩見沢市内に

会社の本社を置き、岩見沢市内で事業を興せば要件を満たすこととする。） 

※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「３０条

４５規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。 

（３）産業競争力強化法に基づき岩見沢市又は岩見沢商工会議所から同法第２条第２５項

に基づく認定特定創業支援事業を受けた者であること。 

（４）訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 

（５）応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力と

の関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とし

ます。 

（６）岩見沢商工会議所またはいわみざわ商工会に加盟見込みであること。 

（７）市税等の滞納がないこと。 

（８）平成２８年からこれまでに岩見沢市創業支援補助金を受けたことがない者。 

 

３ 補助対象事業 

本補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、以下の（１）から（３）の要

件をすべて満たす事業であることが必要です。 

（１）産業競争力強化法第２条２５項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業

であること。 

（２）金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。 

（３）以下のいずれにも合致しないこと。 

①公序良俗に問題のある事業 

②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 121 号）第２条において規定

する風俗営業など） 

③チェーン店、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業 

※企業等から講習等で販売、施術、経営等を学び、その企業の商品を一部でも販売する 

  事業 

④無人店舗 

⑤国（独立行政法人を含む）の補助金、助成金を活用する事業 

※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国（独立行政法人を含む）の補助金、助成

金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。 
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※また、同一の事業計画で国の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場

合は、どちらを活用するかを選択して頂きます。また、該当記入欄に記入がなく、後日事実

が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合があります。 

※岩見沢市魅力ある店舗づくり支援事業補助金との併用は認めるものとします。 

 

４ 補助対象経費 

補助事業実施のために必要となる経費となりますが、以下の①～⑤の条件をすべて満たすもの

を対象とします。  

➀使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

②創業支援補助金に係る創業計画認定申請書の申請日から３０日前の経費から開業日ま

でに要した費用（申請日は、すべての書類が完成後決定するので、当初の申請日から変更

になる場合があります。） 

③開業日前の１年以内に要した費用（事業の完了が次年度になるときは、今年度の補助金

交付額、募集要項の要件等が変更になる場合があります。） 

④証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費 

⑤店舗等借入費及び設備費については、主たる事業所（作業場）の経費 

※複数の事業所を使用する場合は、主たる事業所のみとなります。 

※主たる事業所が登記場所と異なっている場合や、コワーキングスペース、シェアオフィス（施

設管理者が許可していること）でも可能です。 

※２年以内に主たる事業所が市内で移動する場合も、設備等を継続して使用する場合は

補助金を返還する必要はありません。ただし、移動する前に理由書（任意様式）を提出

してください。 

※２年以内に主たる事業所以外に設備を移動する場合は、設備の利用目的や、移動先が

市内外を問わず、補助金の返還を求めるものとします。 

 

５ 補助率等 

補助対象と認められる経費（補助対象経費（税抜）：５～７ページ）の２分の１以内で

あって、以下のとおりとなります。 

また補助金の交付は事業完了後（開業後）となりますので、補助事業期間中は借入金等で

必要な資金を自己調達する必要があります。 

◎補助金額の範囲 

10 万円～100 万円以内（補助対象経費（税抜）の合計額が 20 万円以上～200 万円

以内） 

 

６ 反社会的勢力との関係が判明した場合 

提出頂く立地・創業計画認定申請書中に反社会的勢力との関係が無いことを誓約頂きます。 
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（１）反社会的勢力とは以下のいずれかに該当する者を言います。 

１．暴力団 ２．暴力団員 ３．暴力団準構成員 ４．暴力団関係企業 

５．総会屋等 ６．社会運動等標ぼうゴロ ７．特殊知能暴力集団等 

８．前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

（ア）前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること。 

（イ）前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められる 

こと。 

（ウ）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を

もって前各号に掲げる者を利用したと認められること。 

（エ）前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れること。 

（オ）その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難

されるべき関係にあると認められること。 

（２）創業計画の認定を受けた者（中小企業者の場合は、代表者及びその役員（業務を執行

する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を

有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。））について、反社会的勢

力であることが判明した場合、認定を取り消します。また、補助金交付後に判明した場合であっ

ても、補助交付決定を取り消し、補助金の返還を求めるものとします。 

（３）応募者自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、（２）と同様の取

扱とします。 

１．暴力的な要求行為 

２．法的な責任を超えた不当な要求行為 

３．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

４．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて岩見沢市役所の信用を棄損し、または岩

見沢市役所の業務を妨害する行為 

５．その他の前各号に準ずる行為 
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７ 経過措置  

 

岩見沢市創業支援補助金交付要綱 抜粋 

 

（創業計画の認定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、第３条に規定する補助の対象となる事

業の開始３０日前から開始３０日後までに、創業支援補助金に係る創業計画認定

申請書に事業計画書及び収支計画書を添えて市長に提出し、その創業計画が適当

である旨の認定を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し当該創業計画の認定

が適当と認めるときは、創業支援補助金に係る創業計画認定書を当該申請者に交

付するものとする。 

附 則 

（経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までに第５条第２項の規定により認定を受けた創業計画に

係る補助金交付額については、この告示による改正後の要綱の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
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〔補助対象となる経費、ならない経費の主なもの（例示）〕 

（１）創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 

【対象となる経費】 

・岩見沢市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃

止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作

成経費 

※作成経費内に対象とならない経費のものが含まれてい

る場合は、除外すること 

【対象とならない経費】 

・商号の登記・会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等

に係る登録免許税 

・定款認証料、収入印紙代 

・その他官公署へ対する各種証明類取得費用（印鑑証明

等） 

（２）店舗等借入費 

【対象となる経費】 

・岩見沢市内の店舗・事務所・駐車場の補助事業期間

における賃借料・共益費 

・岩見沢市内の店舗・事務所・駐車場の補助事業期間

における借入に伴う仲介手数料 

・住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部

分に係る賃借料のみ 

※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される

部分と明確に区別されている場合に限る 

 

 

 

【対象とならない経費】 

・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等 

・事業に直接関係のない店舗・事務所・駐車場（例：開業

準備に伴う業者の駐車場、従業員専用の駐車場等） 

・火災保険料、地震保険料 

・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる

店舗等借入費 

・本人と利害関係のある関係者が所有する不動産等に係る

店舗等借入費 

・海外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益

費、借り入れに伴う仲介手数料 

・既に借用している場合は、補助事業開始日より前に支払っ

た賃借料 

・第三者に貸す部屋等の貸借料 

 

（３）設備費 

【対象となる経費】 

・岩見沢市内で使用する機械装置・工具・器具・備品の

調達費用で購入単価が 5 千円以上（税抜価格）の

もの ※「机類、いす類」は５千円未満（税抜価格）

でも対象 

・事務所・店舗内で本補助事業実施にのみ使用する固

定電話機、ＦＡＸ機の調達費用 

・エアコン、レンジフード、シンク、棚の本体のみ対象 

※本体と工事費の記載されている領収書の提出が必要 

※棚については既製品であることがわかるカタログ等の提

出が必要 

 

≪キッチンカー≫ 

・業務に必要な設備で車の改造等の必要がないもの

（車のエンジンの動力を利用せず、発電機で使用する

【対象とならない経費】 

・一般に流通している同一の機能を有する設備等と比して明

らかに高額である等、価格設定の適正性が明確でないもの

（この場合、当該設備の購入経費のうち、市場に流通して

いる一般的な価格に相当する部分を補助対象としてみなす

のではなく、購入経費の全てを補助対象外とします） 

・消耗品 

・不動産の購入費 

・仕入れ経費 

・原材料費 

・食器類 

・照明器具 

・警報機 

・給湯器 

・除雪道具及び除雪機（除雪サービス事業は除く） 
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冷蔵庫・電子レンジ・オーブン等、蓄電器、シンク等） 

 

・ケーブル、スピーカーなどのパソコン周辺機器、テレビ周辺機

器及び音源周辺機器 

・外装、内装工事費（トイレ含む） 

・業者等の工事を必要とするもの（エアコン、レンジフード、シ

ンク、棚の本体のみは対象） 

 ※本体と工事費の内訳が記載されている領収書の提出が

必要 

・搬入費、移送費、設置費、送料、組立費用 

・車両の購入費 

・エプロン、作業服、ヘルメットなどの衣類、制服等ユニフォーム 

・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事

等 

・海外で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用 

・家庭用、一般事務用及び業務で使用する専門的ソフトウェ

アの購入費、ライセンス費用 

・法令を遵守していない未届けのプレハブ、ビニールハウス及び

コンテナハウス、それに関連する設備（プレハブに備え付ける

設備等） 

・その他法令を遵守していない設備等 

・経理等のシステム使用料やホームページ保守に係る経費 

 

≪汎用可能なもの（汎用するかどうかは関係ありません）

≫ 

・使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できな

い物の調達費用 

（例：パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に

使用できるもの） 

・冷蔵庫やポット等の調理に関する家電について、従業員も

使用する可能性があるもの 

・事業と直接の結びつきがないカーテン、カーペット、マット、掃

除機など（サロン、ジム、医療行為などの業務上必要な仕

切りでカーテンを使用する際には、カーテン、ポールなどは対

象） 

・店舗兼住宅で、移動が容易であり自宅でも使用できるも

の、家電とみなされるもの（掃除機、加湿器、除湿器、ポー

タブルストーブ、空気清浄機など） 

・個人的に実施している「インターネット販売、ＷＥＢ製作、

個人売買」などと、少しでも汎用が可能と判断されるもの 

 

≪キッチンカー≫ 

・車の改装費用、内装費用 

・車のエンジンの動力を利用するもの、車本体に手を加えなけ
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ればいけない設備 

 

≪コワーキングスペース・シェアオフィス等≫ 

・新たに創業する者（社員も含む）以外の者も共有して使

うことができる設備 

 ※専用で使用するなどの申し出は考慮しない 

・コワーキング、シェアオフィスがすでに備え付けているもの 

（例：椅子、机） 

 

 

（４）広報費（自社で行う広報に係る費用） 

【対象となる経費】 

・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展

示会出展費用（出展料・配送料） 

・ウェブサイト関連費（補助金対象経費の 1/4 が上限） 

 ※補助対象期間内に公開に至らない場合は対象外 

・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費

用 

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費 

・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用 

・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品（商品・

製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ） 

例）家電量販店等においてある製品のモックアップ、飲

食店店頭に展示されている食品見本等 

※商品の概要、ニュアンス等を伝えることを目的とし、実際

の製品同等の使用が出来ないことが原則 

 

【対象とならない経費】 

・切手の購入費用 

・本補助事業と関係の無い活動に係る広報費（補助事業

にのみ係った広報費と限定できないもの） 

 
 


